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Tbisarticlepresentsananalysisortherelation-

shipbetweenruraldevelopmentand theinnova-

tionoragrlCulturaltechnology,which fわcuseson

KoreaandTllailandandusesS.Tobata'stheory.

Thefundamentalfactorofruraldevelopmentis

the innovation oragrlCultural technology･ In

Asian countries,the response to the "Green

Revolution,"whichisthetypicalpatternofinno-

vationofagrlCulturaltechnology,isdifrTerentfor

eachcountry. ThemostsuccessfulAsiancountry

in adoptlng the"Green Revolution" isKorea,
whiletheleastsuccessfulisThailand. Themain

reasonforthesuccessfuladoptioninKoreaisthat

goveltnment has acte(1 as the technologlぐal

Ⅰ は

アジアの低所得諸国の10億を越える人々の

うち,約半数が極貧の状態にある｡これ らの

国々では大半の人々が農村に居住 しているの

で,農村をいかに発展させ るかば貧困問題の

解決にとって重要な課題である｡1) ァジア の
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1)世界銀行 『世界銀行年次報告 1978｡1978年,

pp.47-50.
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innovatorand asthe"entrepreneur who bears

norisk,"andtheKoreanfarmerhasbeenableto

changeeasilytobecomethe"meremanager"due

to governmentalinitiative. However,ln Other

developlngCOuntriesinAsia,governmentcannot

actasthe"entrepreneur,"forreasonsincluding

the difBculties ofexpanding the international

marketfわrnew products,and poorcapltalfわr-

mation. Theexperienceorruraldevelopmentin

Koreaisveryattractivetodeveloplng COuntries.

However,itisverydifhculttotransferthisexI

perienceto otherdeveloping COuntrieswithout

reforminggovernmelltalandfarmers'functionsin
thosecountries.

じ め に

農村発展には,工場誘致による雇用機会の創

出,家屋の新築 ,上水道や保健施設の設置,

栄養改善,農村電化な どさまざまな側面が考

え られるが,最 も重要な課題は農業の技術革

新を中心 として ,農業生産性や農業所得を向

上させ ,貧困や失業問題を改善す ることであ

る｡ この 場合 , ひとつの 契機になるのが,

フィ リピンの国際稲研究所 (IRRI)で育成 さ

れた稲の高収量品種の普及による農業所得の

増大,いわゆる ｢緑の革命.の可能性の問題



L尾 :農村発展と農業技術の展望

である｡2)

これに対するアジアの諸国の反応はまちま

ちである,, ｢緑の 革命. の最 も成功 した国と

目され るのは韓国であ り,比較的関連の薄い

のがタイである｡ もちろん1975年 までは米の

輸入国であった韓国と,恒常的に米の輸出国

であるタイとは ｢緑の革命.に対する取 り組

み方 も異なる｡韓国は国際稲研究所の高収量

品種 IR 系統の増産およびそれに必要な栽培

環境の 整備に取 り組んでお り, タ イ は現 地

改良品種に竜点をおいた栽培環境の整備を行

な っているが,双方 とも広い意味の ｢緑の隼

令 . を遂行 しようとしていると考え られる｡3)

小梅ではタイを中心 とする東南アジアの開

発途上国 と韓国との比較 研 究を行 うことに

よって ｢農村発展 と農業技術の展望.を考え

てみたい ｡ 従来の農村発展理論 は西欧経済学

の影響が強 く,農村発展の担い手の分析が弱

か った｡ シュムベーター (J.A.Schumpeter)

の影響を強 く受 けているとはいえ,日本で開

花 した東畑精一の 『日本農業の展開過程｡で

用いられている理論を援用 して ,農村発展 と

農業技術革新の担い手を中心に問題の分析を

行な ってみたい｡4) まず 東畑理論か ら述べて

みよう｡

ⅠⅠ 東畑理論 と兼業発展論

東畑精一が 二日本農業の展開過程｡で用い

た理論的 フレームワ-クは,大正期か ら1935

年 ごろまでの期間において ,日本農業の展開

の担 い手は米作農民や地主で はな くて , 政

府 ,加工業者 ,大商 人,若干の農耕民である

と規定 したことである｡ 以 下これを もう少 し

詳述 してみよう｡

1 束 畑 理 論

(1) 農民一単なる業主

常識的には日本農業の展開の担 い手は,耕

作農民や地主 と考え られよ う｡ しか し東畑

は, この考え方には賛成 しない.｡ ｢耕作農民

は一定の田畑に対 し一定の時期 に一定量の労

力や肥料を投 じて収穫を得之れを或 は地主に

2)｢緑の革命.の定義は斎藤一夫によれば ｢米麦

雑穀のいわゆる高収量品種の 開発普及を推進
力とする LLr界の発展途上地域の 食糧増産と農

業進歩の新しい動きを意味する_｣o (斎藤一夫

｢『緑の革命｡ の潜在力と展望. 川野重任編著

『世界の食糧 ･日本の食糧｡泰流杜,1978年,

p.122.)

3)斎藤一夫 ｢東南アジア米輸出諸国の農業発展.

『東南アジア研究｡1978年,15巻4号,p.499.

納めた り租税に当てた り或 は自家で消費 した

りして具の生活を継続 し.,5) 特別の事情がな

い限 り,年々歳々同様なことを繰 り返 してい

る｡ したが って農民の経済活動 は,一種の反

復的な軌道 にの って営まれてお り,む しろ本

能的,反射的な ものにな っている｡

東畑 は,このように耕作農民 は ｢頭を要 し

て.創造的職能を営む企業者的な経済主体で

はな く,シュムベーターの言葉を借 りて ｢単

なる業-_i.(;)と名付けるのが最 も適切である

と述べている｡

4)束畑精一一 日つ日本農業の展開過程｡ は基礎経済

学全集第8巻として1936年 1月に東洋出版社

より出版され, その増訂版は1936年6月に岩

波書店より出版された｡ また 軒昭和前期農政

経済名著集3｡ として1978年12月農山漁村文

化協会より復刻されている｡ 本論文における

引用文はすべて復刻版による｡ なお 同書には

-1二屋圭造の｢解題｣がある｡JosephA.Schum-

peter.rmeoriederWirtSChaJltlichenE7uWick-
Lu喝.2,Aufl,1926.(塩野谷祐一, 中山伊知

郎,東畑精一典訳 F経済発展の理論 L,T｡

岩波書店,1977年｡)

5)東畑精一 『前掲書｡p.66.

6)東畑精一 bl前掲書｡pp.67-68.
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これに対 して地主の役割はどうか｡明治初

期には,地租改正による金納租税制度の確立

な どによって,地主や自作農民は価格経済の

過程に巻き込まれざるをえなかった｡このた

め一部の地主や自作兼地主のイニシアティブ

によって,新技術の採用,品種改良,増産な

どが行われ,H本農業が展開してきた｡

しか し,1897年を境にして,わが国は米の

輸出国か ら輸入国に転 じ,外米が輸入された

が,外米は内地米 とは異なる商品であり,か

くて内地米は東畑のいわゆる ｢自然的独占.

の地位を確保 したため地主は ｢動かす もの.

か ら後退 して ｢単なる業主.ないし ｢単なる

地主.の地位に堕 していった｡

米作農民 と地主が ｢単なる業主.で日本内

地の農業を ｢動かす もの.でないとすれば,

｢これを動かす もの. を 米作農民や地主以外

に求めなければならない｡それはとくに畑作

の原料農産物の加工業者に求められる｡大麦

などの原料農産物を消費する加工業は大規模

な企業者によって 営まれている｡ ｢自己の加

工行程に最 も適合 している様な原料を獲得す

る為に自らイニシアテイヴをとって農産物の

種子,種苗,種卵等を農民に供給 し其の生産

技術をも屡々指導 した り或は指令 した りし,

最後 に 其の 購買を 独 占せ んとするの で あ

る.07)

それ以外に大規模に口本農業を ｢動かす も

の｣は,日本の政府である｡これは,日本政府

が種々の国営事業,公共事業の主体たる意味

で直接的な企業者であるのみでな く,政府の

間接的なイニシアテイヴによって民間事業が

初めてなされるという意味を含めてである｡

このさい政府の用いる手段は補助金や低利資

金である｡ また見方をかえれば,米穀統制法

の運用は政府が最大の米穀商人であることを

示 している｡ ただ,政府が日本農民を動かす

7)東畑精一 vl前掲書｡pp.80-81.
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方法は私企業 とは異なっており,政府は経済

Ⅰ二の ｢危険 (利潤及び損失の可能性)を負担

せざる企業者.8)である｡

官吏 もまた個人的にも全体的にも政策遂行

に対 して危険を負担 しないシステムになって

いる｡ わが身に危険がかからないときには,

人はややもすると無関心 とな り緩慢 となるも

のであるが,農林行政が ｢敏活たり得ないし

且つ急所に触れるにいささか迫力的ではな く

実状に照応せず して机上的,紙上的の傾きが

強い.9) のはこのためである, と束畑は述べ

ている｡

加工業者や大商人は農業の発展を積極的 ･

敏活に推進するが,多 くの場合,利潤追求が

優先 して農民の幸福や厚生に直接に結び付か

ない.したがって一部農民は困難に直面 し,

政府はその対策に追われる｡ また多 くの論者

が対策のみを求めるので,政府の ｢企業者.

としての役割はますます敏活性を欠 くように

なる｡ 政府によるこの対策のひとつである補

助金に関連する問題点 は,次 で取 り上 げよ

う｡

(3) 付加資本一日本農 業 を ｢動 かす も

の.の必要条件

東畑によれば,日本農業を ｢動かす もの.

は政府,加工業者,大商人な どである｡彼 ら

は多元的に見えるが,結局は付加資本を有す

るか香かに よって, 日本農業を ｢動 かす も

の.か ｢単なる業主. かに分かれるという｡

まず農民について考えてみよう｡ 一千万人を

越える農民は自由競争の波に洗われており,

資本蓄積を可能にするような利潤の生まれて

くる余地があって も,それ らは発展の創造者

である加工業者に帰属 して しまう｡ さらに農

民の中には多額の負債やその高利子を払わな

くてはならない者 も多 く,自然的,突発的災

薯や家庭的不幸のための支出も必要となる｡

8)束畑精一 F'前掲書｡p.113.
9)東畑精一 『前掲書｡p.117.



土屋 :農村発展と農業技術の展箪

このため資本蓄積が難 しく, ｢単なる業主.

にとどまらざるをえない｡

地主が ｢単なる地主.に転落 し去 っている

ことはすでに述べたが, rそれは 彼等が農業

展開のための投資,資本作用の付加を為さな

いことを意味 してゐる.｡10)それは,地主の小

作料収入が固定化 し恒常化 して しまって,潤

費の節約以外に新たな投資分の出所はありえ

ず,農業展開の担い手とはなりえないためで

ある｡

農民や地主 自身か ら付加資本の提供ができ

ないとすれば,それは農業外か ら提供されな

くてはな らない｡ したがって,行政的色彩の

強い資金供給者 としての政府 と,付加資本を

持つ ことができる前貸 し資本家 としての加｣二

業者や大商人 とが 日本農業を ｢動かす もの.

となりうる｡ また, 農民が ｢単なる業主.,

地主が ｢単なる地主.にとどまるかぎり,発

展を創造するために政府や農業団体の代行機

関が必要であった｡そこで政府の農業補助金

の中のある額は常に地方官庁や団体の増設 ,

人員の拡張に使用され,したがって農業補助

金の大きな役割は ｢補助金中の人件費補助で

ある.｡ これでは ｢民間団体 白身 も亦官庁 と

な り.,農業団体は政府の 農業政策に対する

よき批判者になることが妨げられている｡ま

た農林省が無理を承知のうえで事業をなそう

とすることについては,補助金が ｢一種の賠

償金に外な らぬ し,且つ右の情熱不足の為め

の支出である場合が実に多いのである.,11Jと

東畑 は述べている｡

2 東畑理論の開発途上国への適用性

東畑理論は約40年前に発表された ものであ

るが,現代の 日本農業を考える場合にも驚 く

ほどうま く適用できる｡ これはすでに別の機

会に述べたので省略することに して,12) 開発

途上国の農村発展を考える場合の適用性につ

10)東畑精一 Fr船掲書CCP.131.
ll)東畑精一 ■.'前掲書｡pp.148-153.

いて考えてみよう｡

東畑 は第 2次大戦前の 日本農民を ｢~単なる

業主.として規定 したo ｢単なる業二t:_｣ が戦

前の 日本農業に固着 している理由として次の

3点をあげているo第 1は F一日本農上引ま商品

経済,貨幣経済的訓練の機会を持 ち得ること

が少い.1…り ことである｡ 第 2は,数百万人 も

いる農民は完全競争の状態にあり,生産物の

価格形成者にはな りえないので,価格の変化

現象には ｢運命的,消極的であって ,之れを

自ら動か し得るものとの自覚や気塊を持 ち得

ない.14- ことである｡第 3は ｢経済的展開過

程の創造には新たに付加資本を必要 とする｡

--ところがわが農民の大多数は蓄積 したる

資本に乏 しく,【1つ又之れを自ら信用形態と

して 捜得す べ き機会と能力 と に 欠けてを

る.15) ことである｡

開発途上国の農民については,東畑が ｢単

なる業主. の存在理由としてあげた上記 3点

がそのままあてはまり,彼 らの機能を ｢単な

る業主 ー｣として規定 して もほぼ間違いなさそ

うである｡もしそうだとすれば,政府や農業

団体,加工業者,大商人な どが ｢農業を動か

す もの｣とならざるをえない ｡

束畑は ｢単なる業主.に関連 して戦前の 日

本農民,とくに東北地方のように経済生活に

近代性の少ない農民 は,非生産的な負債につ

いての高利子を支払わざるをえず ,自然的 ･

突発的な災害や家庭的不幸のための支出を余

儀な くされ,しば しば単純再生産 も不可能で

あるとし,さらに ｢元来,自然に対する経済

の保険施設す ら完備されてゐない農業社会に

於て高利貸借や利子奴隷を排除 しようとする

のは無理である｡ 斯様な事情が農民の農業投

過程｡農山漁村文化協会,1978年,pp.4-31.

14)東畑精一 前掲書｡p.76.

15)東畑精一 -r｣前掲書｡pp.76-77.
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資の付加を為さしめ得ないのみな らず,屡々

農民を縮小的再生産過程に赴か しめるのは当

然である｡ 発展現象のない所,利子は高利 と

なって働き労働所得や地代に喰ひ込む寄生的

作用を営む.16) と述べている｡開発途上国の

多 くの農民は,負債や高利子に悩まされ,早

純再生産さえ しば しば困難 となる｡ まさに束

畑理論その ものである｡

以 l二のように束畑理論は開発途上国におけ

る農村発展論には良 く適用できる｡ タイを中

心 とする東南アジアの開発途上国と韓国を対

象として,東畑理論によって分析を試みてみ

よう｡

ⅠⅠⅠ 開発途上国における農村発展と技術革新

1 ｢緑の革命.と農業の多角化

アジアの諸国では,稲の高収量品種の導入

を基礎として大規模な農業生産の拡大が行わ

れてきたが,1970-75年には生産の伸びは鈍

化 して, ｢緑の革命. についての悲観論が強

まってきた ｡ そこで農業を多角化 し,今まで

不十分にしか使われていなかった土地 ,労働

をより集約的に用い,農業生産を増加 し,農

業所得を 向上させ ようとする 研究や施策が

1970年代には盛んに行われてきた｡17)

もちろん,｢緑の革命_｣はこのように悲観

論ばかりではない｡ 楽観論 もある｡ 少な くと

も一時的には楽観論があったはずである｡ア

メ リカやスペインなどが米の作付け制限を し

たのは 楽観論を 前提 と しており, そのため

1972年の食糧不足の一因ともなった ｡ このこ

とは東南アジアの諸国で も例外ではない｡と

くに 最近の 韓国に おける 稲作技術の進展-

｢緑の革命. の成功一一をみると楽観論 も否定

できない｡

楽観論を前提 とするならば,米の過剰が到

来することも予想されるので,多角化の必要

性は次のように考えられる｡ まず第 1に,米

16)東畑精一 『前掲書｡p.131.
17)DanaG.Dalrymple. "SurveyofMultiple

CropplnginLessDeve一opedNations,''Ec0-
7WmicResearchService,U.S.Departmentof
Agriculture,Washington,D.C.,October,
1971.
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の輸出国は米に代る代替輸出作物に注意を向

ける｡第 2に,輸入国においては米の供給は

十分保証されるので,他の作物に力点がおか

れなければならない｡第 3に,台湾の例にみ

られるように,自給自足国では ｢緑の革命.

と多角化 とは直接の関係はないが,経済成長

の紘果,工業化,都市化が進み,食品の消費

構造が高度化 して,需要面か らの農業の多角

化が必要 となる｡ このように考えて くると,

｢緑の革命. ほ楽観論, 悲観論いずれをとっ

て も農業の多角化に大きな影響を及ぼしてい

る｡

さらに技術的にも,｢緑の革命｣ は農業の

多角化と密接な関係がある｡ 緑の革命の主体

をなす高収量 品種は成育期間が短い｡時 に

よって成育期間をこれまでの1,/3にも短縮 し,

一気に二毛作,三毛作, 四毛作す ら行 な っ

て,1年中耕作することが可能であり,今ま

で遊休のままだった農業労働を活用 して食糧

増産を可能にすることができる｡

例えば1973年の ｢農業の多角化.に関する

国際会議に提出された フィリピンの リブレロ

ウ (A.R.Librero)の論文によるとフィリピ

ンのバタンガス地域の典型的な農家は1年の

うち,7.4カ月 (兼業を含めて) しか働 く機

会がな く残 りの4.6カ月は収入をあげられる

職がないという｡18)作物によってはその状態

はもっと悪 くココナツ栽培の農家では1.7カ

月 しか働けないという｡もし,農業が多角化
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して トウモロコシ ･野菜な どが米に組み合わ

されるな らば ,ヘ クタール当た りの労働時間

は米の6.3カ月か ら米 ･トウモ ロコシ11.6カ

月, 米 ･野菜 12.0カ月, 米 ･トウモロコシ

･野菜11.8カ月 とな り,労働時間は米のみの

単作に比較 して倍増 し,- クタ一一ル当た り純

収益 も米単作の67ペソか ら,最大の米 ･トウ

モ ロコシ ･野菜の 516ペソと約 8倍近い増加

にな っている｡

他のアジア諸国における1977年の多角化率

は世界銀行の調査 によれば,インド･パキス

タンで全耕地面積の約10-15パーセン ト, バ

ングラデ シュで約40パーセ ン トにすぎず ,瀬

音既の発達 している台湾の約90パーセン トと対

照的である｡19) ァジ了における農業の多角化

は,農業生産や農業所得の増大,農村失業者

の減少のために不可欠の条件であ り,ひいて

は農村の発展に役立つ ｡

2 ｢~緑の革命.と雇用問題

稲の高収量品種は在来種に比較 してよ り多

くの労働の投入が必要である｡ 国際稲研究所

の調査 によれば去 1のように韓国,フィリピ

ン,タイ,イン ドネシア,バ ングラデシュ,

イン ド,パキスタンの各国において ,それぞ

れ高収量品種の労働投入量は在来種に比較 し

てlo,28,44,ll,42,16,18パーセン ト増

とな ってお り,それだけ雇用機 会が増大 した

ことになる｡ しか し問題は高収量品種の普及

効果 は階層によ って異なることである｡イン

ドでは4パーセ ン トの大農が31パーセン1､の

面積を所有 しているのに,51パーセン トの零

細農 はわずかに8パーセン トの土地を所有 し

18)AidaR.Librero. "AgriculturalDiversifi-
CationandDevelepmentinthePhilippines,"
HachiroFukazawa(ed.),Diverstjicationand

Developmeniof Agriculture, Institute of

Developing Economies,Tokyo, 1974,pp･
73-90.

19)世界銀行 『世界開発報告1978d 1978年｡

表 1 稲の高収量品種 (HV)と在来種 (TV)の

労働投入量

liil 名 午 HV(日) TV(日)HV/ノTV(%)

韓 国 1974 139 126 110

フ ィ リ ピ ン 1966と1975 110 86 128

タ イ 1972 117 81 144

インドネシア 1970 287 258 111

バングラデシユ 1970 194 137 142

イ ン ド 1968と1970 92 79 116

パ キ ス タン 1972と1973 58 4() 118

(注) 年次が二つあるのは HV とTVの作付

け年｡年次の早い方が TV｡

(出所) AdelitaC.Palacpac.WorldRiceStaiis-
tics.TheInternationalRiceResearch

lnstitute,1977,p.119.

ているにす ぎない ｡ したが って ,大農に比較

して零細農の受 ける利益 はわずかであ り,棉

対的に富める者 はます ます富み,貧 しい者 は

ます ます貧 しくな って所得分配の不平等性 は

増大 している｡このような事例 はパキスタン

について1959年 と1970年の閲に高収量品種が

普及 したため,所得分配の不平等が増大 した

と報 じられていることにもみ られる｡20)

また ｢緑の革命.や多角化の進展によ り土

地純収益の増大を認識 した地主が,農業の機

械化を行い,自分 自身が経営を担当 し,小作

人を土地か ら追放 している地域がイン ド,パ

キスタンにみ られる｡ このような地域では,

農業の技術革新 は小作人の就業機会をかえ っ

て狭め,雇用問題を激化 させている｡

タイでは都 市と農村の所得格差が著 しく,

1975年の統計によると,最 も貧困地帯である

東北部 はバンコクに比較 して 1人当た り国民

総生産で12.4パーセン トにす ぎない｡このよ

20)逸見謙三 ｢緑の革命- 十年余の経験. もつ国
際協力｡1978年9月号, pp.36-39は高収量
品種の導入により,地域間の賃金ならびに所
得格差は拡大傾向にあると指摘している｡
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うな低所得は失業問題と表裏一体にあり,坐

国平均では約62パーセントが失業 ,または半■

失業の状態にあり,乾期には東北部で89パー

セント,北部で82パーセントの農民が失業状

態にある｡ 農業の多角化 によ る低所得の解

潤,失業者の減少は,1977年か ら始まった第

4次虚業発展 5カ年計画の重要課題となって

いる｡21)

3 開発途上国政府の役割

(1) 農地改革

台湾は農業の多角化の最 も進んだ国である

が,開発途上国が台湾の経験を学び,それを

直ちに自国に移植することはできない｡ 台湾

農業をとりまく社会 ･経済的条件は多 くの開

発途上国とは異なり,すでに1947年に農地改

革 も行われている｡ 台湾の自作農は農地改革

前の1946年には全農家の30パーセン1､であっ

たが,農地改革後の1949年には60パーセント

に増大 している｡ 農地改革が旧小作農の積極

的負担を伴うことな くして 行 われた場合に

は,直接的にその所得をふ やす｡ したがっ

て,他の条件にして同 じなら,その消費水準

は高まり,消費内容は高度化する｡それに対

応 した農業生産や農業の多角化が必要となっ

て くる｡また,農地改革に必要な援助措置が

伴うと,農民は土地に対する地位が保証され

るため,掘 り抜き井戸,揚水ポンプ,動力耕

うん機に対する長期的な資本投下を行うよう

になる｡これは多角化を促進 し,単位面積当

たり収量や労力の利用を増大させる｡

このように農地改革は多角化の促進に役立

っているが,アジアの諸国では農地改革の行

われていない国が多い｡ス リランカでは1958

年,小作解放が始められたが,農地改革の行

21)DivisionofAgriculturalEconomics,Ministry
ofAgriculutureand Cooperatives.Thai-
land'sFourthFive-YearAgriculturalDevell

opmenlPlan.a.E.252012524Guidelines.
1977,p.1･
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われたのは1972年か らである｡インド,パキ

スタン,バングラデシュでは1970年代になっ

て 初め て 農地改革を 検討す る よう に なっ

た ｡22)

地主制度にさまざまな幣害が生 じているた

め農地改革が必要とされるが遅々として進ま

ない｡例えば

(ヨ フィリピンでの 小作慣行は刈 り分け小

作で,半分け方式を とっているため小作人の

負担は重い｡ この一般的な方式は,地主が肥

料や農薬のような投入費用を前払いし,収穫

時には彼の取 り分である収量の50パーセント

に加えて,現物でこの前払い分を回収すると

いう｡フィリピンは1963年,農地改革令を施

行 した当時,全国稲作農家の40パーセン ト,

主生産地の中部ルソンでは65パーセントが小

作人であったが,1971年までに,刈 り分け小

作農のわずか 5パーセントが多少有利な地代

契約でもって定額借地農にかわ ったにすぎな

かった｡1972年以降フィリピンは戒厳令下に

ある｡戒厳令 という特殊事態の下では農地改

革が進展 しそうだが,地主の抵抗やより基本

的には,土地台帳さえ完備 していない地域が

多いため,1976年 6月までに約半分の小作農

が自作農になったにすぎない｡インドネシア

について も土地台帳のない地域が多 く,農地

改革の進展が困難であるのは同様である｡

④ タイでは,全利用度地面積の うち自作

地83パーセン ト,小作地13パーセント,その

他 4パーセントとなっており,アジアの他の

諸国に比較すると,小作地面積が少な く,農

地紛争はあまりないと考えられてきた｡ しか

し小作地面積は地域的にかな りの相違が あ

り,中央平原では小作地が35パ-セントであ

る｡1973年の民主政権移行後は,(イ)農民意

識の変革,(ロ)輸出プレミアムによる低米価,

(-) 農家の消費 パターンの変化による小作

22)滝川勉 ｢東南アジア土地制度論.F'ァジア経
済｡1978年,pp.86-97.
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表 2 高収量品種導入に伴う地:l三と小作人の分け前 (インド)

生 産 量 ｢完 売 ｢ ｢J 在来種に対する高収量

高収量品種 耗 来 種 品種の増加率 (%)

5,727 2,720 211

3,818 1,360 281

1,909 1,3('0 140

993 384 】 259

662 192 345

331 192 172

3,156 1;168 270

1,578 1,168 135

墓

前

前

用

ナ

け

費
算換類EP

十人
jJ
軍

挿

粗
前

前

分

分

け

け

用

用

分

分

督

純

費

の

純

の

の

人

の

人

士

作

主

作

地

中

地

中

純生産における小作人の純分け前

(lliJT所) TheInternationalRiceResearchInstitute. ChangesinRiceFarminginSelectedjlreaSQf
11sia.TheinternationalRiceResearch

農の負債の増大, (こう 第 2次産業の発展に

よる不在地主の増加な どにより小作料,地代

が増加 し,小作問題が激化 しつつある｡この

ため 1975年 3月に農地改革法を 施行 し, 政

府による農地買い上げ費用 として24倍バーツ

(約240億トリ)の財政支出案が提案されたに も

かかわ らず ,地主層の反対にあい,予算 とし

て同会で承認されたのはわずか 1倍バーツに

すぎなか った ｡ 農地改革は遅々として進まな

い ｡23)

･⑥ インドで 国際稲研究所が 行な った調査

では表 2のように費用 ･総収量 とも在来種に

ついては,地主 ･小作人によって折半 されて

いるのが普通であった｡ しか し,高収量品種

になると費FfJ･総収 違ともに地二ii2′/3, 小作I

人1//3の分け前とな り,純生産に対する小作

人の純分 け前 は28パーセン トにすぎな くな っ

た｡また高収塵品種の普及 とともに地主は定

額の賃貸料を とるのをやめて ,定率にする傾

向がある｡このため生産財を増投 して生産を

あげて も小作人の利益にはな らない｡

開発途上国の農地改革は以上の例にみ られ

23)上尾圭造 ｢li1-1時解決 を迫られるタイ農業.
F'農業 と経済 11977隼11nr,

hstitute,1975,p.66.

る ように, その 必要性 は 痛感されなが らも

遅 々と して 進 まない｡ 次に 述べ る台湾 ･韓

困 ･日本の農地改革の経緯をみれば判明す る

ように,通常の 手段では農地改革 は成功 しな

いと考え られる｡台湾には農地改革記念館が

設けられ ,また開発途上国の農地改革研修セ

ンターに もな っているが,台湾の農地改革が

成功 したのは台湾の支配階級が土地を持たな

い中国大陸か らの渡来者であった特殊事情を

考え なければ な らない0 線国の 農地改革 は

1948年 8月に 成立 したが, 北朝鮮 は すでに

1946年 3月に農地改革を実施 してお り,この

宣伝攻勢に対抗するための政治的布石であっ

た｡ 日本の農地改革 は占領下 という特異な状

況下でや っと成立 した｡

開発途上国の農地改革が困難だとすれば,

これに代るものとして刈 り分 け小作制度や小

作料の改善が必要 となる｡ しか し,開発途上

国の政府は地主階級に支配されて ,この改善

策 さえ極めて消極的にな らざるをえないのが

現状である｡

(2) 濃蘭施設

国際稲研究所の高収量品種は短程であるo

草丈の短い品種は,洪水に弱いo長い間,水
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表 3 両アジア･東南アジアにおける米の生産状況 (1974/75)

国 名 米 の 収 量 -1尊 概 面 横 率 米 の 2期 作 率 高 収 量 面 接 率
(t/ha) (%) (%) (%)

東南アジア 2.3 29 10 26.7

ビ ノレ マ 1.8 17 1 6.4

イン ドネシア 2.8 47 19 40.3

マ レ ー シ ア 2.7 77 50 37.5

フ ィ リ ピ ン 1.7 41 14 61_5

タ イ 1.8 ll 2 6.6

ベ ト ナ ム 2.7 15 5 29.9

南アジア 2.1 37 6 26.3

バングラデシュ 2.0 16 10 14.8

イ ン ド 1.8 40 5 28.4

ネ ノヾ - ル 2.1 16 0 18.0

ノヾキ ス タ ン 2.3 100 0 39.3

ス リ ラ ン カ 2.1 61 25 67.1

(出所) AdelitaC.Palacpac. WorldRiceStatistics.TheInternationalRiceResearchInstitute,
1977,p.36,p.104.

につか っていると稲が生き残れないか らであ

る｡このために港概排水施設は必要不可欠で

ある｡ しか し,表 3のようにマ レーシアでは

77パーセ ン トの農地が潅漑されているが,他

の東南アジア諸国では平均34パーセ ン トだけ

が港概されているにすぎず ,またタイで も乾

期 に 准概の できる のは全体の水 田面積の 11

パーセン トにす ぎない ｡ このように乾期 に港

概面積が少ないのは次の諸理由による｡

(∋ 新幹線水路 は雨期 における港概水が流

下するように計画されており,乾期 に自然流

下によ り末端 まで配水することは不可能であ

る｡ 新分水のためには堰を増設 しなければな

らない ｡

(釘 末端の港概水路網が施工されていない

ため,乾期 には幹線水路に隣接 した圃場以外

は港概できない｡

(む 末端の藩政水路網を施工するには圃場

の区画整理が先行 しなければな らない｡

一般に開発途上国では港概の必要性 (また

洪水常襲地帯では洪水防御 ,沿岸や乾燥地で
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は塩害防 止施設な どの設備の必要性)が強調

されなが ら,財政支出や農民の費用負担 に制

約があることな どで,湛概施設の整備 は期待

どお りの成果を収めていない所が多い｡ まし

て高収量品種の栽培には,間断港瀧な どの集

約的な管理が必要であるが,そのために不可

欠な排水路の確保な ど望むべ くもない状態で

ある｡

いまタイにつ いてみると,濯概の整備 は農

業発展の基本的条件であるとして ,1972年か

ら始まった第 3次農業発展 5カ年計画では,

ダムや幹線水路の建設を減少 して ,末端用水

路網の整備や農場 レベルの圃場整備事業に重

点がおかれることにな った｡ しか し事業の進

行状況はあまりかんば しくな く,1976年で末

端用水路綱の整備 された ものは全潅漑可能面

積の38パーセン トにす ぎず ,圃場整備事業に

なると全港概可能面積の 0.3パーセ ン トにす

ぎない｡

筆者 とブ リーダ ー ･プ ラブル ッチ ョップ

(PreedaPrapertchob) がタイ東北部地帯の
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ノンワイ (Nong Wa主)農業水利事業地区で

行なった調査結果によれ ば, 圃場整備 , 港

概 ,天水田の各地区の収量はそれぞれ 1ライ

当た り370,320,230キログラムであり,圃

場整備事業の効率が良いことを示 している｡

ノンワイ地区の港概施設の完成 したの は

1969年であり,湛概面積は1968年の8,630ラ

イか ら,1969年の51,147ライ- と約 6倍に急

増 したが,乾期作物の作付け率は,1974年の

8.42パーセン トを別にすれば 2パーセン ト前

後であるにすぎない｡1974年の作付け率の急

増は乾期作物の普及キャンペーン,展示農場

や 普及員 ,地方公共団体な どの推進の力によ

る (表4)∩

表 4 ノンワイ農業水利 事業地区の乾季作物作付

け状況

(出所) RoyalIrrigation Department. Nan
PongIrrigation ProjectUnpublished
Data.Thailand.

同 じタイ国内で も中央平原のチilナスー ト

(Chanasutra)圃場整備事業地区の場合には,

RD 系統の作付けは,圃場整備事業が始まる

前の1968年には皆無であったが,1974年には

28パーセン トに達 しており,ノンワイ地区と

対照的である024) これはノンワイ地区では幹

24)SomchartKolnate.LabourProblems0fDou-
bleCroppingatChanasutrLan,dConsolida-
LionProjeclS.MasterThesisofThammasat

Universlty,1976.

線水路が完成 しているが末端の圃場整備が不

十分で乾期の水利用は必ず しも十分ではない

ためである｡

また,か りに圃場整備が完成された として

も次の諸理由により乾期作は導入されにくい｡

･iI･ 農家の低所得 1戸当た りの年平均所

得は3万円前後であり,筆者 らの調査結果に

よれば 1ライ当た りの肥料な ど現金支出は19

バーツ (約 2OOli]) 前後にすぎない｡ 乾期作

の稲 は短程耐肥僅品種であり,肥料の投入な

くして は効果があがらないことがわか ってい

て も,高価な肥料を買 う余裕がない｡ 1ライ

当た りの肥料の投入量 は約 5キロであるO

⑨･ 教育水準 教育水準が低 く,文盲者が

32.2パーセン トもいる｡ また農業改良普及員

も2000戸に 1人といった程度では農民の直接

指導まで手が回 らない (農家に対する普及員

の数は日本の約1/10)｡

耳 高金利 肥料やその他の農業資材を精

米業者 ,肥料商あるいは私的な金貸 し業者か

ら借 り入れると,年利 120パーセン トの高利

を とられる｡ また農業協同組合の年利12パー

セン トの低利資金は組合-の加入率が低いた

め十分に利用できない｡

耳 痛票虫 部分的に乾期の用水利用によ

る栽培が行われて も,それ らを 目がけて病害

虫が集 中 し, 収量は期待す る ほ どあが らな

い｡防除費用にも事欠 くことは,上述の通 り

であり,意欲的な農家の士気を低下 させる｡

(jl･ 流通機構 乾期に部分的な稲作が行わ

れて も,精米を して くれるところがない｡ 精

米所の操業には最適規模があり,少量では精

米の引き受 け手がないためである｡ また貯蔵

倉庫 も不足 している. さらに高収量品種は在

来種に比較 して味が悪 く,価格 も30-40パー

セン ト低落する｡

このように開発途上国の農業開発は,単に

技術的問題のみな らず社会的 ･経済的 ･生態

学的な問題を同時に解決 しなければ,その成
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采を期待することができない ｡ 事実 ,タイで

も多 くの技術指導や技術援助がなされたに も

かかわ らず , 1ライ当た り収量 はここ20年間

約 260キログラム (モ ミ)であ り (表 5),ほ

とん ど変化 はな く,生産量の増大はもっぱ ら

開田によってなされ ,新技術導入による生産

増大の効果 は比較的少ない (新開地の単位当

た りの収量 も平均なみであり,新開地のため

に平均収量が落 ちているのではない) ｡ 単位

当た り収 量の 増大 は1977年 か ら始 まった第

4次農業開発計画の最重要課題のひとつであ

る｡25)

蓑5 タイの米の作付け血債 ･収量 ･総生産量

(出所) Division ofAgricultural Economics,

MinistryofAgriculturalandCoopera-

tives.AgriculturalStatisticsofThai-
land.1977.

(3) 肥料の増投政策

開発途上国の食糧増産には,涯概施設や農

地改革が必要不可欠である｡ これは当然政府

が行 うべ きことであるが,しか し,これには

かな りの年数 もかかる｡またか りに,農地改

革がなされ , 港概施設が整備され た と して

ち,タイの事例につ いて述べたように,十分

な肥料の投下 ,肥料の補助金政策 ,金融組織

の確立 ,農業改良普及組織の確立な どが伴わ

25)DivisionofAgriculturalEconomics,Ministry

ofAgricultureandCooperatives,RoyalThai
Goverment.Thailand'sFourth Five-Year

AgriculturalDevelopmentPlana.E.2520-
2524Guidelines.1976.
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なければ ｢緑の革命 . の成果 はあが らない｡

これ らはいずれ も政府の役割である｡

まず施肥量につ いてみてみよう｡ 東南アジ

アの諸国では施肥量 は少ない｡26) 1974年につ

いてみると,日本に比較 して施肥量 はタイ約

1/′′30,フィリピン約1/15であ り,韓国,台湾

を除けば東南アジア各国の施肥量 はきわめて

少ない｡これは肥料価格が高 く,逆に米価が

安いか らである｡1976年につ いてみると,尿

素肥料価格のモ ミ価格に対する倍率 は,タイ

で4.08倍,フィリピンで3.55倍であ り,肥料

の増投 は困難である｡

高収量品種の小麦につ いて もまった く同様

である｡ アザ ム (K.M.Azam) の行 な った

1972年西パキスタンの調査 によれば ,27) 肥料

の増投 は階層間にかな り格差があ り,肥料を

用いた農民 は保 有 地 6エー カー 以 下 が 6.9

表 6 アジアにおける尿素肥料価格とモミ価格

(1976)

回 名 尿素肥料価格/kg(U.S二ドル)モミ価格/kg(U.S.ドル)尿素肥料価格
モミ価格

バングラテ一ンユ 0.117 0.061 1.93

ビ ル マ 0.032 0.018 1.81

中 国 0.621 0.105 5.90

台 湾 0.211 0.269 0.78

イ ン ド 0.415 0.074 5.61

インドネシア 0.414 0.167 2.48

日 本 0.395 0.741 0.53

韓 国 0.533 0.354 1.51

フ ィ リピン 0.521 0.146 3.55

ス リランカ 0.239 0.142 1.68

(出所) AdelitaC.Palacpac. WoTldRiceStati5-
ticS. TheInternationalRiceResearch

lnstitute,1977,p.71.

26)土屋圭造 ｢世界の食糧危機と肥料問題. 『東

洋経済- 資源総特集｡1974年,pp.64-70.

27)K.M.アザム著,深町宏樹訳 ｢西パキスタン

における緑の革命の将来｣r''のびゆく農業Ll,

417弓･,1974年,pp.2-31.
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パーセ ン ト,6-12.5エーカーが17.7ペ-セン

ト,12.5-15エーカーが16.6パーセン ト,15エ

ーカー以 Lの階層で20パーセン トであった ｡

この理由は,港概設備の不備 と肥料購入資金

の不足であると報告されている｡このような

施肥量 不足の対策 は次の諸点に求められる｡

(争 闘発途 L国,とくにアジアモンスーン

地帯の農民 は,従来施肥慣行 はな く, した

が って細かい施肥技術に欠 けている｡ 表層に

施用 された基礎窒素は脱窒作用で効力を失 う

ので, 施用後撹拝する必要 が あ る｡ また,

高収量品種の栽培には当然追肥が必要 となる

が,追肥 もほとん どなされていない｡施肥効

果をあげるには3要素や微量要素の適 JIミE%施

肥が必要 となるが,これにはきめ細かい指導

や,そのための 普及組織 の確 立が必 要 とな

る｡

'21 開発途 (A.国において ト分な施肥がなさ

れないのは,肥料の経済効率に対する農民の

無知 ,土壌検査の施設や肥料販売所の不足 ,

普及事業や農業信用事業の未発達 ,流通機構

の未整備な どに もよるが,施肥最の少ないの

は,さきに述べたように肥料価格 が 高 く,栄

価が安いことである｡ そのため米価の引き上

げが必要であることはいうまで もないが,東

南アジア諸国ではどちらか といえば低米価政

策が とられて きた｡台湾の米価は政府によ り

低 く押え られて きた (1973年まで農民に肥料

の人 手が容易にできるよう肥 料 と米 の バー

ター制度があった し,その後は肥料に対する

補助金政策 が とられている)-, マ ッシュルー

ム, 大 豆, 玉ねぎに対 して も保証価格があ

り,低米価政策がそれ らの作物を相対的に有

利に して農業の多角化が進展 して きた-) ま

た ,重い地組の一部は土地改良な どの農業構

造改善事業の財源 とな っている｡

フィリピンでは,モ ミに関する最低価格保

証 は1972年か らあったが ,実際には機能 して

いなか -,た(,･そこで機構改隼を行い,従来,

栄,メイズ局が担 当していた業務を農業資源

省内に新設 した穀類局に移 した｡稲の作付け

現前 (5月 と10月)には 1朋作 ･2期作の最

低価格保証を行い,収穫されたモ ミの農家受

け取 り価格がそれよ り 卜回る場合には政府が

直接買い入れることに した (最低保証価格 は

1974年 と75年でそれぞれ キログラム当た り

0.75ペソと1.0ペソ)｡ しか し,自由価格 はそ

れを 卜.回 り,政府の買い入れ 最は市場供給量

の うち,1970年 0.7パーセン ト,最高の1975

年3.6パーセン トであり,1975年 までの 5カ

年-平均 は1.24パーセ ン トにす ぎなか った｡28)

タイが1960年 以前に採用 していた米の輸出

時におけるプレミアム制度は1971Jftiに国際米

価が低落 したために一一一一一時廃 LLされたが,1972

/rF･に国際米価の高騰 とともにf矧消された (E′l

米率100パーセン トの // レ- ドAに対する

プレミアムは トン'!'7た り,1972年3,000バー

ツ,1975年12月1,000バーツ,1976年 1月700

バーツ,他に輸lLti税550バーツ).-､このプレミ

アム総額 は196675年の期間,国家財政の1''･

均10パーセ ン トを 古 め,国家の -i三要財源 とな

り,また農業構造改 善事業の財源 とな った〔)

プ レ ミア ム制度には, 財政収入に対する貢

献,回内物価の引き 卜げと安定な どの メ リッ

トがある反面 ,農家庭先価格の引き 卜げ,農

民に対す る二重課税,低米価による米の消費屋

の増大な どのデ メ リットがある｡米の庭先価

格の･]lき 卜げは トウ:tロコン,ソルガム,入

り., ケ ナ フな どの米との競合作物を増床さ

せ ,農業の多角化を進展させた｡

(;i､･ 高米価政策 は消費者価格や財政支出の

問題があり,開発途上国は採用 しに くい面が

ある〔ノそこで,残 された 可能な施策は,肥料

に対する補助金政策である｡補助金による施

肥量増大は生産効率を大幅に 上昇させ るので,

281AsianProductivityOrganization."Econom-

ics()fFoodGrainI)istributi()n,"AsianPrり-

(Tuctilr恒 ()rganizこlti,jn,1976,pp.19620ir).
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肥料購入に対する補助金政策は財政支出の効

率面からも望ましい｡

マレーシアでは高収量品種の普及のため,

1971年まで肥料に対する補助金制度があり当

初市価の50パーセント,その後は30パーセン

トを政府が負担 していた｡ 現在では,肥料は

農協を通 して販売され,煉素の CIF価格が

330マレーシア ドル 以上になると政府が補助

金を出している｡

また,フィリピンでは米とトウモロコシに

使用される窒素肥料に対して,政府は補助金

を支出している｡1975年における疑素の輸入

価格は50キログラム当たり130ペソであるが,

米 とトウモロコシの生産者の購入価格は80ペ

ソであり,政府は尿素50キログラム当たり50

ペソの補助金を支出している｡このような肥

料に対する補助金制度は,東南アジア各国が

何らかの形で採用 しているが,今後とも,維

持 していくべき重要な施策である｡

(弟 肥料に対する金融的な援助も必要であ

るO開発途上国では一般に肥料の購入は,肥

料商人などからの前借 りによって行われてい

るが,その金利はきわめて高いoタイでは肥

料の90パーセントが地方間屋,小売商などの

商人ルー トで流れ,10パーセントが農業協同

組合のルー トで販売されている｡農業協同組

に合などからの短 ･中 ･長期借り入れ資金の

金利は年12パーセントだが,大部分の農家が

前借 りしている肥料商の場合には,1作物期

間の金利が20パ-セントという高利である｡

また,フィリピンの農業経済局の調査によ

れば,全農家の 1/4が営農資金の前借 りを

行なっており,その半分以上が個人の金貸 し

莱,地主 , 親戚,知人などより成 っている｡

米作農家ではその割合は高 く,米生産地の中

部ルソンでは45パーセントの農家が前借 りを

行なっている｡ 金利は年20-40パーセントだ

が,数年前の60-190パーセントに比較 して著

しく軽減された｡ これは,農村における銀行

などの近代的金融機関の発達および貸 し出し

金利に上限を定めた結果である｡それにして

も農業生産の特殊性を考えた場合,あまりに

も高い利子率といわねばならない｡低利の購

入資金が借りられるように農林金融組織の整

備が必要である｡

農村における高金利の理由のひとつは,開

発途上国では,土地台帳がな く,土地権利の

登記もしばしばなされていないためである｡

そのため,小農は担保能力がない｡収穫物の

先取 り特権をあたえるなどの土地担保の代替

手段を考えるべきである｡

ⅠⅤ 韓国における農村発展と技術革新

1 韓国における ｢緑の革命｣

韓国政府が1978年11月22日に発表 した米の

107-ル当たり収量は,前年比3.5パーセント

減の474キログラムである｡ これは白米ベー

スであるので,これを日本式の玄米ベースに

換算,修正 してみると526キログラムになる｡

EI本政府が発表 した同年 10月15日現在の 10

アール当たりの予想収量は前年比4.3パーセ

ント増の498キログラムである｡ 日本は好天
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に恵まれ,作況指数は108といわれ,平年作を

8パーセントも上回る大増収であったO 逆に

韓国では春の干ばつによって北部地方では凹

植えが20日から1カ月も遅れ,8月中旬から

9月下旬の約40日間は梅雨のような長雨が続

いた｡また曇天も多 く,日照量は平年の半分

以下で,穂首イモチ病などが発生 したにもか

かわらず,日本よりも高い生産をあげている｡

こうした稲作生産力の向上は近年になって起

こったものである｡
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10アール当た りの米の収量 は,表 7のよう

に日本では1970年の442キログラムか ら1978

年の498キログラム- と約13パーセン ト伸び

たにすぎないのに, 韓国では同 じ期間に353

キログラムか ら521キログラム- と約48パー

セン トも収量が伸びている｡ 韓国農業には新

しい稲作の技術革新- ｢~緑の革命 J が起 こ

っている｡

韓国における食糧 自給率は1962年の93パー

セン トか ら1978年の 68パーセン トに急減 し

ている｡ しか し,稲に限 ってみると ｢緑の革

令.は一応成功 したかにみえる｡ これは図 1

のように稲の高収量品種の育成が大きく貢献

して いる｡ 韓国では 北朝鮮 との 緊張問題 も

あって , 食糧の 自給問題は 最大の 課題であ

る｡ まず米の 自給を達成する ために, 韓国

の農業技術陣はその総力をあげて高収量品種

｢統一_｣の育成 ･普及に取 り組んだ｡｢統一.

は国際稲研究所の ｢IR8.(イ ン ド型),台湾

の ｢命中在来 1号.(インド型),日本の ｢ユー

カラ｣(耐冷性 日本型) を交配 した ものであ

る｡インド型 と日本型の交配は ｢不 稔 ー_,問題

を生ずるし,穂垂型になるので,日本ではあ

まり研究されなか ったが,韓国ではこの交配

研究を大胆に推進 し,高収量品種の育成を見

事に成功させたC,

表 7 日本 と韓国の水稲10アール当た り収亀の比較 (1966 78) (単位 :kg)

区 分 1966 1967 19(

韓 国 白 木 323 297 28

韓 国 玄 米 355 326 30

日 本 玄 米 400 453 44

(LLi所) 韓 国農村振興庁資料｡

339 330 337 334

373 353 370 367
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(往) 高収量 品種普及 前 :1950-71年 (22年 間) 二- 85kg,年 平均 4kg増加｡

高収量品種普及後 :1972-78年 (6年間)-140kg,年平均23kg増加｡

(出所) 韓 国農村振興庁資料｡

図 1 韓国における稲の10アール当た り収 竜の推移 (白米,kg)

353



東1､㌢1'ァ ジア研 37iJtJ 17XLJ*2号

｢統一.系品種は1972年度か ら普及に移さ

れ,表 8の ように初年度で早 くも普及率は

15.9パ ーセ ン トと作付け首位の品種 とな っ

た ｡ 初年度は冷害に よ り収量が減少 したた

め,次年度には普及率は減少 したが,その後

は順調に普及 し,1975年度には22.9パーセン

トとな り, この年念願の米の自給を達成 し

た｡1977年度には普及率54.6パーセント,10

アール当た り収量543キログラム と世界第 1

の高水準 とな った｡1978年度は普及率 はさら

に伸びて76.5パーセン トに達 した｡29)

表 8 ｢統一.系品種の作付け面積と10アール当

たり収量

年 度 作付け面積 作付け面積 1Oアール当たり収量(kg)(ha) (%)

1971 2,750 0.2 501

1972 187,471 15.9 386

1973 121,179 10.4 481

1974 180,916 15.2 473

1975 274,102 22.9 503

1976 533,192 43.9 479

1977 660,101 54.6 553

(出所) 韓国農村振興庁資料｡

このような急激な普及には,冬の間フィリ

ピンで種子の増殖を行い,育種期間を大幅に

短縮 したことが大いに責献 して い る｡ 冬季

間, 国際協力によ って 外国で育種する方法

は,大豆, トウモロコシにも採 られ, トウモ

ロコシは-ワィ,大豆は台湾で増殖されてい

る｡ 在来種に比 して大豆は37パーセントの単

位収量増 , トウモロコシは250パーセン ト増

の高収量品種の育成に成功 している｡30)

29)金寅換 『韓国の線色革命｡農村振興庁,1978

年,p.197.日韓農業共同研究団 『韓国農業の
現状 と技術的課題こ｡1977年,p.ll.

30)0紡ceofRuralDevelopment.RuralDeLlelop-

mcnlProgr'uninKorea.7978.
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2 セマウル運動

｢緑の革命. は, 高収量品種の育成のみに

ては成功 しない｡高収量品種はぜいた くな品

種であり,湛概施設や豊富な肥料 ,農薬を必

要 とする｡ 開発途上国では,これ らが不十分

であるため,なかなか普及 しない｡ しか し韓

国では涯概事業が進み,1976年で用排水の整

備された水田面積は85.1パーセン ト,耕地整

理ずみ面積は46.3パーセン トに達 している｡

肥料 ,農薬 も 自給水準に 達 し, 肥料生産は

1976年には85万 トンと1961年の 3万 トンを大

幅に上回っている｡ また農薬生産は1961年の

196トンか ら1976年には24,952トンとこれ も

大幅に増大 している｡

冬季間農家に対する学習運動 もさかんであ

り,全農家に対 して ｢統一 _｣系品種の栽培法

について講習会を行い,1977年12月か ら1978

年3月の 4カ月間に282万人の農民が参加 し

ている｡行政的にも ｢統一.系品種の大量買

い付け,検査等級の優遇 ,高米価,1976年ま

で行われてきた多収穫農家-の褒賞制の実施

な どの支援を行なっているのが ｢緑の革命.

の成功の-因となっている｡

--方普及組織 として はセマウル運動 (新 し

い村づ くり運動) と合体 した集団栽培組織が

強力に推進されている｡31) また部分的ではあ

るが10-クタール,30戸を 1団地 として,栽

培暦による技術協約 と共同作業計画が樹立さ

れているO新品種の種 f増姫をかねた農家実

証試験 も集団栽培団地で優先的に実施 される

ので,新品種の導入 ･普及 も迅速である｡

セマウル運動は1970年 4月に朴大統領の施

策 として始められた ｡ これは農民の精神開発

によ り,各 自に潜在する力量を引き出し,財

政的に豊かでない韓国が安上 りの農業 ,農村

開発を展開するという目的のためであった｡

31)農林水産省国際企画課 『｢韓国の農政 ･畜産事
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表 9 セマウル運動による環境改善事業推進実績

区 'JjL

農村基幹道路網

部落 遣 拡 張

農 道 開 設

m

m

農村基礎衛生施 設

簡 易 給 水 (部 落 )

,t七･同 井 戸 (千個所)

共 同 洗 濯 場 (個 所 )

下 水溝改補修 ( km l

共 同 浴 場 (個 所 )

農村住宅 および福祉施 設

部 落 集 会 所 ( 棟 )

屋 根 改 良 (千 棟 )

小河川改補修 ( km )

農村電化お よび通イ■調も設

電 京 (千 戸 )

1076年 セマ ウ ル率 業 実 績 総 Jji 端 5l 1LJH 1 年 ま て､r)目 標

1_lL)7 LI‖.7tj(--) 二Li,二bLi

1,2ニ28 42,6とちG 4Lj,167

3,86() 15.Ut15 27,599

1 113 1,~092

2,140 58,302 71.O2O

1,178 ll,716 H,65′4

251 6,623 36,14:i

2,7()1 20,752 l 35,6(〕バ

36n 1,988 2,42H

238 .r:),576 17,239

235 2,34(〕 2,759

(LLIJ.所) 韓国農水塵 取 1977年年次報告による｡

表 1〈) 韓国における稲の高収 量品種による所得増

金 紬

ウォン) (ウォン) (1,000ha) (憶ウォン)

主''.0こう,:i 24,1()2 187.5 150.(i

18,630 5tr:).89日 121.2 225.8

23 .64() 7(),920 18().9 427.6

37,050 111,15日 274.1 1,015.5

24.07() 72.21() 533.2 1,283.4

L42,673 128,()19 〔う60.1 2,816.4

(IqJ.所) 韓 国農村振興庁資料o

当初 は綿密な計画の もとに実施 されたわ けで

はないが ,初期の事業が成功 したため徐 々に

事業がふ くらんでいった ｡

セマウル運動 は,勤勉 ,自助 ,協同の 3精

神が支柱 とな っている｡近年 まで韓国の農民

は,労働蔑視の風潮が強 く,農民の生産意欲

は低 く, 農 閑期 には 酒 と 賭博に 耽 る者が多

か った ｡ この幣害を とり除き,日助や協同精

神で 協同社会を 建設 しようと した ものであ

る｡32)

セマウル運動 は政府の財政的支援 ,農民精

神の高揚 もあって ,1970-76年の間に表 9の

32)李正雄 才一韓 国の緑の革命.n国際経済新聞社,

1973年,pp.3-60.
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表 11 農家と都市勤労者の所得

年 度 農 家 所 得 郡 市 勤 労 者 所 得 比 率
(ウォン) (ウォン) (%)

1970 255,804 381,240 67.1

1971 356,382 451,92() 78.9

1972 429,394 517,440 83.0

1973 480,711 550,200 87.4

1974 674,451 644,500 104.7

1975 872,9こう3 859,320 101.6

1976 1,156,254 1,151,760 loo.4

1977 1,432,800 1,405,100 102.0

(出所) 韓国農村振興庁資料｡

ように部落道拡張,簡易給水 ,共同井戸 ,共

同洗濯場 ,部落集会所 ,屋根改良な ど農村環

境の整備事業や農道開設 ,小河川改修 ,早水

害および病虫害対策な どの共同事業が進み,

新 しい村づ くりが行われた ｡

稲の高収量品種が普及 したため,高米価政

策 とあいまって ,表10のように1978年で稲の

Ⅴ 展

1 開発途上国の展望

農村発展 と農業の技術革新を,束畑理論に

基づいて ,開発途上国と韓国の事例を中心に

分析 した ｡ 東畑の理論によれば ,第 2次大戦

前の ｢日本農業を動かす もの｣は,政府,加工

業者 ,大商人な どであ り,農業協同組合な ど

の農業団体 は政府の別動隊にす ぎなか った ｡

この 場合, 政府 は ｢危険を 負担せ ざる企業

者.として性格づけられ ,農業発展のための

新技術の結合者の役割を果た していた｡一方

農民 は ｢単なる業主. にす ぎず , 政府 , 加

工業者 ,大商人な どによって ｢動かされるも

の｣であった ｡

この束畑理論 は,現在においてさえ 日本農

業の展開過程を的確 にとらえているが,韓国

や開発途上国の農村発展過程を考える場合に

356

高収量品種 0.3- クタール栽培農家で在来種

に比較 して57,375ウォンの増収 とな り,国全

体では1,783億 ウォンの増収 とな っている｡

このため表11のように1974年以降は農家所得

が都市勤労者所得を上回 っている｡ 韓国の農

村発展 は ｢緑の革命.を中心に して一応成功

していると考え られよう｡33)

里

も良 く適用できる｡農民が ｢単なる業主.で

あることは日本 ,韓国,開発途上国とも変 り

はない｡しか し,日韓両国の農民には政府のイ

ニシアテイヴによ って動かされ うる条件があ

るが,開発途上国の農民には,技術的に も,

33)桜井活 ｢韓国経済における農業の地位. ロァ

ジア経済｡1978年7月,pp.33-48,農家所得,
都市勤労者所得の平均値についてはより詳し

い吟味が必要とされる｡韓国の経済発展につ

いては,日本では全く正反対の評価がをされ

ている｡たとえば隅谷三善男 D~韓国の経済｡

岩波書店,1976年では朴政権の独裁的政治体

制が批判され,経済発展のあり方そのものに

対して強い批判が夜されている｡これに反し

て渡辺利夫 ｢韓国の輸出志向的工業化政策と

所得分配.原覚夫 Fpァジア経済の発展構造｡

劫草書房,1977年,は韓国の輸出拡大政策は
韓国の生産要素の賦存状況を最も正確に反映
した もので, 社会的公平を実現する方途で
あったとしている｡
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社会経済的にも政府が笛吹けども踊 らず とい

う側面がある｡

また,日本 ,韓国とも政府は r危険を負担

せざる企業者.の機能を果た し,農村発展の

担い手とな っている｡ しか し,開発途上国政

府の機能は,日韓両国とやや異な っている｡

(1) 日本や韓国の政府は資本蓄積 もあり,n

主的 ･能動的に企業者 としての役割を果た し

うるが,開発途上国では資金的,技術的にも

先進国の政府,FÅo,世界銀行 ,アジア開発

銀行 ,民間組織 ,多国籍企業な どの諸機関の

援助に依存することが多 く,自三i用勺･能動的

に企業者 として行動できない側面がある｡ 例

えば,開発途上国で真に必要な ものは,末端

の圃場整備事業や肥料の増投政策 ,金融組織

や普及組織の改善な ど政府の イニシアテイヴ

によって農民が動かされうる環境づ くりであ

るにもかかわ らず ,開発途上国政府 は,Fi大

なダムや水路の建設な ど,伝統的な借款基準

か らみて良好で,先進国にも受けのよい見ば

えのする事業を優先する傾向がある｡(2)開

発途 ヒ国政府の 自立性を損な っているのは,

開発途上国政府の組織 白身にも問題があるか

らである｡ 開発途 上国政府の業務能率は 一 般

に低い｡政策の企画立案は近年かな り向上 し

て きた とはいえ ,実施面は弱い｡,ミュルダー

ル (G.Myrdal) は これ を 軟性 国家 (soft

state)と名付けたが,軟性国家の特徴 として

｢法規の 遵守 と執 行 が徹底 的 に行 われ に く

く,上級職員 と支配的社会集団が同根であっ

た り,後者の発 言力が強か った りして ,所得

分配の不公平の足正をね らう政策な どその利

益を直接的に損なうおそれのある政策は実施

しに くい｡ 勢い種々の開発 目標を達成する政

策手段 として ,利益誘導による比重が大 きく

なる｡ 税制上の 優遇措置, 補助金の 支 出,

資金調達の便宜をはかるな ど,複雑な システ

ムにな って ,政策効果の総合的評価が不可能

にされ ,汚職や腐敗の 温 床 となることが 多

い ｣｡ 34)

このような傾向を足lf_して ,開発途 I･_困政

府が真に自立 した企業者の機能を果たす こと

は,農村の発展には不可欠の要件である｡

韓国は,｢緑の革命｣やセマウル運動によっ

て農業を展開させて きた｡これを農業発展 と

するには時期尚早であり,なお数年の経過を

みなければな らないが,この経験 は開発途上

周にとって責重な ものであり,事実,開発途

上国の多 くの政府職員や研究者がそれを学ぶ

ために韓国を訪れている｡ しか し, L述のよ

うに,韓国と開発途 1二国では政府の機能 も農

民の反応 もかな り異な り,韓国の経験を開発

途上国に機械的に移植す ることはできない｡

政府や農民の機能の変革が必要 となるが,早

急な改善は難 しい｡

｢存在するものは合理的である. といわれ

るが,存在 しない ものは一層合理的である｡

開発途 l二国の 農村発展や 農業技術 の革 新 が

遅々として進 まないのは,政府にも農民の機

能にも問題があるか らである｡ 開発途上国は

他国の経験をふまえつつ ,独 自の発展過程を

辿 らねばな らないが,その前途 は必ず しも楽

観を許さないであろう｡

2 韓国の展望

前節で述べたように韓国における稲にかん

する ｢緑の革命. は一応成功 して い るが,

けっして問題がないわけではない｡｢統一｣系

品種 は耐冷性,耐病性が必ず しも強 くない｡

例えば1978年度 , 高収量 品種 ｢魯 整.や ｢来

敬. にみ られる穂首 イモチ病 はその典型であ

り,農民-の補償問題 も生 じている｡耐冷性 ,

耐病性の強化は今後に残された問題である｡

集団栽培は1963年 ごろの佐賀県千一 円に行

われた r新佐賀段階米づ くり運動. に 範を

とったといわれる｡ ｢新佐賀段階米 づ くり運

34)杉谷滋 lpつ開発経済学再考｡東洋経済新報社,
1977年=-,p.8.
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動.は専業 ,兼業農民の利害対立 ,米の生産

調整による米作農民の増産意欲喪失な どによ

り完全に崩壊 して しまった｡韓国農業 も兼業

化が進む と,日本の 二の舞いをふ まない とも

限 らない｡事実 ,食糧 自給 は日本 と同様に激

減 して いる｡ いかにすれば 日本農業の轍をふ

まず にすむかが今後の韓国農業に残 された大

きな課題である｡

3 先進国の協力

開発途上国では農業の技術革新や農村発展

にさまざまな障害があ り先進国の協力が必 要

となる｡

開発途上国経済 は先進国の支配 卜にあ り,

先進国がかつて遂行 したよ うな ,新結合によ

る経済発展を とげることは構造的に難 しい ｡

そのため先進 国は大規模な援助や技術協力 ,

開発輸入な どを行い,開発途上国の経済的 自

立を促進す る必要がある｡35)

その 1例 として タ イの 開発輸入 を あ げ た

い｡タイの タピオカの輸 出量 は,1961年か ら

1976年にか けて ,44万 トンか ら395万 トンへ

約 9倍の伸 びをみせて いる ｡ これ はヨーロッ

パ共同体が,タピオカの輸入規制を していな

いか らである｡ 農産物の輸 出市場が拡大す る

な らば ,タピオカの例にみ られ るように,タ

35)西川 潤 し経済発展の理論｡ 日本評論社,

1976年,pp.210-232.鬼塚雌丞 ｢開発援助の

耗済学Jh-月本経済新聞,やさしい経済学d,1-

5回,1979年 1月29日｡鬼塚によると,援助動
機は三つに分類される｡(1)国連 ドクトリン

といわれる国際人道主義,(2)外交的あるい

は安全保障的動機,(3)輸出促進をど,供Ji

国の経済的利益の追求である｡ しかし,1950

年代,1960年代では (1)は弱く,(2),(3)の

色彩が強かったという.このため ｢新国際経

済秩序.という構想が打ちだされているOな

お 2国間援助は ｢ひも付き. 援助が多く,

援助の名目額の20-35パーセントを ｢ひも付

き.にし夜ければならをいといわれている.

杉谷滋 『開発経済学再考｡東洋経済新報社,

1977年,pp.2ト49.
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イの農業生産構造 は自発的に増産体制に変革

する可能性がある｡

またメイズ (トウモ ロコシ)の生産量 は,

1950年の 1万 トンか ら1976年の 268万 トンへ

と急増 して いるが,これ は日本 ,台湾な ど-

の輸出の増加が主因をな している｡36)

このよ うな大増産 は当然 ,地力の収奪 ,山

岳地帯での土壌侵食な どの問題を起 こ し,そ

れ らへの対策が必要 となる｡ 秩序ある輸 出政

策が必要 となるが ,日本の全国農業協同組合

連合会 と, 株式会社 組合貿易 , タイの 全 国

販売購買協同組合連合会 (CMPF)との間に

1975年 5月に締結 された ｢11タイ協同組合間

メイズ開発計画.に注 目したい｡37) その内容

は,(1) メイズの増産 と品質改善,(2) タイ

国協同組合加入農民の生活水準向上 ,(3)タ

イ国協同組合組織の強化によるメイズの系統

集荷体制の整備 ,(4)Rタイ協同組合間貿易

の促進である ｡

国際間の穀物貿易 はアメ リカの穀物の大 メ

ジャーや ｢t本の総合商社の力が強 く,寡 占状

態を形成 している｡また穀物貿易の特性 とし

て ,穀物価格 は不安定にな りやすいが ,これ

を けん制す る意味で も農業協同組合間協定に

よる開発輸入の前進 に期待 した い ｡38) これ は

また間接的にタイの農村開発 に貢献す るであ

ろう｡産油国以外で ,外国貿易が農業発展の

起動力にな りうる開発途 上国は数少ないが,

先進 国が農産物輸入の増大に,開発途上国は

輸出協定の尊重に責任を持つな らば ,開発途

上国の農産物輸 出は増大 し,開発途上国の進

路 は明るさを ますであろう｡

36)梶田 勝 『タイ経済の構造発展｡アジア経済

研究所,1977年,p.97.

37)全国農業協同組合中央会 『-タイの農業開発と

農協｡全国農業協同組合中央会,1976年,pp.
44-138.

38)土屋圭造 ｢世界食糧問題と米国の農業政策.

『経済セミナー｡1977年9月号,pp.26-33.
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ⅤⅠ 要

｢農村発展と農業技術の展望. を 東畑精一の

理論に依拠 して, 東南アジアの 開発途上国

(主として タイ) と韓国の事例 について分析

した｡ 東畑理論を用いたのは,それが日本農

業を対象に確立された理論であり,アジアの

稲作国家であるタイや韓国の分析には,西欧

の開発経済理論よりもより適すると思われる

か らである｡ また従来の 開発経済理論 に は

｢農業発展の担い手. の分析が弱かったが,

束畑理論はこれを鮮明に分析 しているか らで

ある｡

農村発展の基本は農業の技術革新である｡

農業の技術革新の典型である ｢緑の革命.に

ついてみると,アジア諸国の反応はまちまち

であり,一応成功 した国が確固,あまり成果

のあがっていない国がタイである｡ 韓国の成

功は, 韓国政府が ｢危険を 負担せ ざる企業

者.として技術革新者の役割を果た し,農民

が ｢単なる業主.として政府のイこシアテイ

ヴによってスムーズに動かされてきたか らで

ある｡

開発途上国の政府は -~企業者｣としての機

能を十分に果た しえな い幾つ かの要因が あ

る｡それらをまとめると次のようになろう｡

(1) 開発途上国は,先進国の経済的支配

下にあり,先進国がかつて遂行 したような技

術革新による生産物の増大,新 しい販路の開

拓な どは構造的に難 しい｡ したがって,政府

は技術革新には消極的となる｡

(2) 開発途上国は資本蓄積が乏 しく,良

村開発の賃金を外国の政府 ,国際的な金融機

関な どからの援助や借款に依存せざるをえな

い｡そのため援助国や債権国の利害に支配さ

約

れ,また開発途上国も借款基準の良好な,見

栄えのするプロジェクトのみに手を出す傾向

が強い｡
(3) 開発途上国は軟性国家 (softstate)

であり,法規の遵守と執行が徹底的に行われ

にくく, また 上級職員 と支配階層が同根で

あったりして,所得分配の是正政策な どは実

施 しにくい｡また仮に政府が ｢危険を負担せ

ざる企業者.の役割を果た して も,農民がそ

れに追随できない技術的,社会経済的な諸要

因がある｡

韓国の農村発展については,日本国内で全

く相反する評価がなされている｡仮にこれを

成功 とみな して も,韓国の経験を開発途上国

へは機械的に移植することはできない｡ 開発

途上国における政府や農民の機能の変革が必

要とされるが,早急な改善は容易ではないか

らである｡ 結局開発途上国は他国の経験をふ

まえつつ,独白の発展過程を辿 らねばならな

いが,その前途は必ず しも楽観を許さない｡

さらに韓国農業は米の過剰生産,食糧総合自

給率の低 Fな ど,日本農業が現在坤吟 してい

る諸問題に間 もな く直面す る可能性が大 き

い｡いかにすれば,日本農業の轍をふまずに

すむかが,韓国農業に残された大きな課題で

ある｡

開発途上国では虚業の技術革新や農村発展

にさまざまな障害があり,先進国の協力が必

要となる｡ 先進国が農産物輸入の増大に,開

発途上国は輸出協定の尊重に責任を持つなら

ば,開発途上国の農産物輸出は増大 し,開発

途上国の進路は明るさをますであろう｡
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